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韓国雇用労働部は、２０２１年２月２２日国会において「産災*死亡事故低減策」を報告しました。かかる報告書では、今

後の安全保健の点検および重大災害処罰法の施行準備につき、企業らが知っておくべき様々な事項が盛り込まれています。

（*訳注：産業災害のこと。日本における「労災」に該当する。）

同報告書によると、雇用労働部は、重大災害を防止するため、徹底した安全保健監督を今年中に進行する予定です。製造業

の場合、社内下請けを多く使用している事業所を対象として、元請業者が、下請け労働者に対して安全保健措置の義務を果

たしているか否かを中心として監督する予定であり、建設業の場合、建設現場において死亡事故が発生するときに、本社に

対する監督も併せて行う予定です。また、火災・爆発事故の予防のため、物流センター、冷凍倉庫の建設・修理等を行う大

型建設現場において、火災の危険がある作業を行う時期に合わせ、有害防止計画書の履行の有無を点検する計画です。さら

に、代表取締役が、産業安全保健法第１４条に基づき、安全保健計画の樹立および取締役会への報告義務を履行しているか

否かを集中的に点検する予定です。

一方、重大災害処罰法については、施行令を７月までは設ける予定であり、重大災害法に違反する事件のうち重大産業災害

に対しては、雇用労働部所属の産業安全監督官が捜査を行うことができるよう法的根拠を作る予定です。重大災害に対して

効果的に対応するため、現行の産業安全保健法の担当組織を拡大し、まず「産業安全保健本部」を設置する予定であり、今

後、雇用労働部の外庁として独立して発足するよう推進する計画です。

企業らは、上記のような状況を踏まえ、重大災害の予防と重大災害処罰法の施行に対し、徹底して備えておく必要があるも

のと思われます。

法務法人(有)世宗は、産業安全保健法および重大災害法の主な内容につき、多方面でのリーガル・アドバイスをご提供して

います。上記の内容につき、ご質問等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。より詳細な内容について対応

させて頂きます。

 

※ 法務法人(有)世宗のニュースレターに掲載された内容および意見は、一般的な情報提供の目的で発行されたものであり、

ここに記載された内容は、法務法人(有)世宗の公式的な見解や具体的な事案についての法的な意見ではないことをお知らせ

致します。
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